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Unit

28
ユニット研修 校務の情報化編

教育活動における著作権（著作権の基礎）

【ねらい】

教育活動の中で必要な著作権の考え⽅を理解している

【ポイント】

□① 著作権の概要について

□② 著作権の例外規定について

□③ 著作権教育について

【活動】⽂化庁のホームページを⾒てみよう

岡山県総合教育センター
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著作権に対するイメージは？

はじめに 1

どのようなものが

著作権に該当す

るか？

複雑で

分かりにくい

どのような場合

に自由に利用

できるか？
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・法律名（ 著作権法 ）省庁（ 文化庁 ）
・制度の目的︓⽂化の発展
・保護の対象︓（ 表現されたもの ）

⇔アイディア＜特許権＞
・保護を受けるための要件︓創造性
・保護期間︓著作者の死後（ ７０ ）年

・権利の内容︓相対的な独占権
・保護を受けるための手続き︓
（ 無方式主義 ）⇔ ⽅式主義＜特許権＞

著作権の概要について 2
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言語の著作物 講演，論⽂，レポート，作⽂，⼩説，脚本，詩歌，俳句など

音楽の著作物 楽曲，楽曲を伴う歌詞

舞踏，無言劇の著作
物

日本舞踊，バレエ，ダンス，舞踊，パントマイムの振り付け

美術の著作物
絵画，版画，彫刻，マンガ，書，舞台装置など

（美術工芸品なども）

建築の著作物 芸術的な建造物

地図，図形の著作物 地図，学術的な図⾯，図表，設計図，⽴体模型，地球儀など

映画の著作物
劇場用映画，アニメ，ビデオ，ゲームソフトの映像部分など
の「録画されている動く映像」

写真の著作物 写真，グラビアなど

プログラムの著作物 コンピュータ･プログラム

著作権の概要について 著作物の種類（例⽰） 3
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思想又は感情を創作的に表現したも

のであって，⽂芸，学術，美術又は

音楽の範囲に属するもの
（著作権法 第２条第１項第１号）

※著作物にあたらないもの

単なるデータ、模倣品やありふれたもの、

アイデア、工業製品

著作権の概要について 著作物とは 4
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権利者の「了解（許諾）」を得る

※ 一部例外規定があります

※ 契約窓口の一本化を行う団体（著作権関係団体）

・一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）

・教学図書協会

など

著作権の概要について 著作物の利用⽅法 5
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①「私的使用」
②「教育」関係
③「図書館」関係
④「福祉」関係
⑤「報道」関係等
⑥「⽴法」「司法」「⾏政」関係
⑦「非営利・無料」の場合の「上演」・・・
⑧「引用」「転載」関係
⑨「美術品」「写真」「建築」関係
⑩「コンピュータ・ネットワーク」関係
⑪「放送局」「有線放送」関係

著作権の例外規定について 6
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著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内

その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを

目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者

が複製することができる。

①「私的使用」のための複製(第30条)

私的使用ができる【条件】

・限られた範囲で、仕事以外の目的で使用する

・使用する本人がコピーする

・コピープロテクションを解除してコピーするものでない

・違法配信と知りながらダウンロードするものでない

著作権の例外規定について 7
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複製

対⾯授業で使⽤する資料と
して印刷・配布

複製して配布

遠隔合同授業等
のための公衆送信

対⾯授業で使⽤した資料や
講義映像を遠隔合同授業
（同時中継）で他の会場に送
信

同時中継

その他の公衆送信全て

対⾯授業の予習・復習⽤の資料をメール送信
対⾯授業で使⽤する資料を外部サーバ経由で送
信

オンデマンド授業で講義映像や資料を送信

スタジオ型のリアルタイム配信授業

無許諾・無償 無許諾・有償

所管の教育委員会に要確認︕

著作権の例外規定について 8

②「教育」関係での利用（第35条）
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【対⾯授業向け】

著作物を共有フォルダにアップロード※ 授業中に著作物を児童・生徒の
端末に送信※

※クラウド等、外部サーバを経由するもの

授業目的公衆送信にあたる端末の利用例

9著作権の例外規定について
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【授業等の準備段階・校外にいる児童・生徒向け】

予習・復習のために著
作物を送信

家庭学習⽤の動画を端
末に送信

オンデマンドで授業動画
を配信

授業目的公衆送信にあたる端末の利用例

10著作権の例外規定について
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① 対象施設

学校その他の教育機関（営利を目的としないもの）

② 対象主体

教育を叕当するもの（教員等）＋授業を受ける者（児童・生徒・学生等）

○ ×
幼稚園、保育所
小学校、中学校、高等学校
公⺠館、図書館、博物館
県総合教育センター等

塾、予備校、NPO法人等

○ ×
教諭・講師・教授
児童・生徒・学生
※教員等の指示の下、事務職員
等の補助者が⾏うことは可能

教育委員会

著作権法３５条を満たす条件

11著作権の例外規定について
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③ 利⽤の目的・限度

「授業の課程」における利⽤に必要と認められる限度（部活動や補習は可能）

④ 対象⾏為

複製、公衆送信、公衆送信を受信して公に伝達すること
⑤ 権利者利益への影響

その著作物の種類や⽤途、複製の部数などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと

○ ×
授業において必要最小限の範囲（小部
分）を叕当するクラスの児童生徒に限定し
た複製・送信

・職員会議やPTAの会議、あるいはその授
業と関係のない他の教員・教育機関間で
の複製・送信

・書籍等を1冊分丸ごと複製・送信
・全校の児童生徒への送信やHP・SNSへ
の掲載
・授業に必要ないキャラクターの複製・送信

○ ×
教科書の履修期間における複製・送信 ドリルやワークブック、楽譜等を複製・送信

著作権法３５条を満たす条件

12著作権の例外規定について
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⑧引用について（第32条）

・引用する必然性があり，その範囲にも必然性がある

・引用部分の出所を明記する

・引用部分が「」などで明確に区分されている

⽂章全体を複製せず，⾃分の⽂章の論を補強したり，
補足したりするために「引用」する場合，以下の条件
を満たせば著作者の許諾なく利用できる（第32条）

・自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に

「従」である

著作権の例外規定について 13
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児童生徒に指導するにあたって

① 作品を尊重する気持ち

② 了解を得ることは社会のルールである

著作権教育について 14



Copyright 2020 © Okayama Prefectural Education Center

【活動】 15

文化庁のホームページに掲載されている著作権

の関連資料を見てみましょう

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html


